
                        令和８年度 部活動運営方針(概要版) 
                                                                                     坂東市立東中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  休養日について                                 ３  朝の活動について 

        〇週当たり２日以上の休養日を設定                          〇原則、朝の活動は行わない。 

           (土日のどちらか１日・平日の月曜日、長期休業中も同じ)              ※実施の場合は、校長の許可・保護者の承諾が必要 

        〇木曜日は、月に２回の休養日を設定（木曜日は 17:30以内で終了）     ※陸上練習や駅伝練習など特設の活動を必要とする場合は活動可 

          〇休養期間（シーズンオフ）の設定                               授業前３０分（７時３０分～８時００分）以内 

             ８月１３日～１６日、１２月２７日～１月４日の期間                            

           〇定期テスト前に、３日以上の休養日を設定 

          〇定期テスト当日を休養日として設定 

 

２  活動時間について                                ４  学校単位で参加する大会について 

         〇１日の活動時間は                                    〇月当たり１大会程度の参加 

           平日は２時間以内、休業日は３時間以内  

 

■下校時刻(下校完了時刻) 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

１７：４５ １７：４５ １７：４５ １７：４５  前１７：４５ 

後１７：４０ 

前１７：３０ 

後１７：１０ 

１７：００ １６：５０ 前１６：５０ 

後１７：００ 

前１７：１０ 

後１７：２０ 

前１７：４０ 

後１７：４５ 

※９月前半は市内大会まで、１０月前半は県西大会までとする。 

〈部活動についての意義や効果〉 

 部活動は、生徒にとって豊かな学校生活を経験する有意義な活動である。 

  〇自己肯定感や責任感・連帯感が育まれる。 

  〇よりよい人間関係の形成に役立つ。 

  〇体力の向上につながる。 

  〇心と体の健康維持や増進に効果的である。 


